
第２３期 第５回  

佐賀県有明海区漁業調整委員会 

 

 

日 時：令和７年１０月８日（水） 

１４：００～ 

場 所：佐賀県水産会館「中会議室」 

（佐賀市西与賀町厘外821番地の4） 

 

 

～ 次   第 ～ 

 

 

１ 開    会 

 

２ 議    題 

 

（１）カキの試験養殖について（協議）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P１～18 

（２）あんこう網漁業の追加申請に係る申請期間について（諮問）・・・・・・・P19～21 

（３）令和７年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る 

各県海区漁業調整委員会の提案議題に対する意見について（協議）・・・・別冊資料 

（４）その他 

 

３ 閉    会  
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あんこう網漁業許可方針 

 

第１ 制限措置 

１ 漁業種類 

あんこう網漁業 

２ 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数 

    漁業者の数 ２２人（漁具の統数 ２２統） 

船舶の数  １人につき２隻まで 

３ 船舶の総トン数 

    制限なし 

４ 推進機関の馬力数 

制限なし 

５ 操業区域 

佐賀県有明海（農林水産大臣管轄漁場を含む。） 

６ 漁業時期 

１月１日から１２月３１日まで 

７ 漁業を営む者の資格 

（１） 新規許可は原則として認めない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者

はこの限りでない。 

ア ２親等以内の親族から許可を承継する者。ただし、許可を譲渡する者が、

有している当該漁業の許可を全て譲渡又は廃業する場合に限る。 

イ 佐賀県有明海区漁業調整委員会に諮り、漁業調整上支障がないと認められ

た者 

（２） 佐賀県において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうとする者 

（３） 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 

（４） 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第63号。以下「規則」という。）

第１０条第１項各号のいずれにも該当しない者 

（５） 適切な資源管理を実践できる者 

（６） 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

 

第２ 許可の有効期間 

令和４年７月１日から令和９年６月３０日まで 

 

第３ 申請すべき期間 

１ 申請すべき期間（以下「申請期間」という。）は、令和４年３月３１日から令和４

年５月１日までとする。 

２ 申請期間に到着し、受付けた申請者の数（以下「申請者数」という。）が、２２人

に到達しないときは、申請期間の最終日の次の開庁日を新たな申請期間として追加

する。なお、人数の集計は、同一人に係るものは１とする。（以下この許可方針にお

いて同じ。） 

３ 令和９年５月３１日までの期間において、申請者数と申請期間の最終日時点で有効

な許可又は起業の認可を受けている漁業者の数を足した数（以下「合計人数」という。）

が２２人に到達するまでは、最後に追加した申請期間の次の開庁日を更に新たな申請
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期間として追加することを繰り返す。ただし、最後に追加した申請期間より前の申請

期間に受付けたもののうち、許可、起業の認可若しくは不許可の処分又は申請の取下

げをしたものについては、これを申請者数から除く。 

４ 合計人数が２２人に到達した日以降から令和９年５月１０日までの期間において、

廃業等の事由により残枠が生じた場合は、新たな申請期間を追加する。申請期間は、

規則第１１条第１項に基づく公示をした日から１０日間とする。ただし、１０日後が

閉庁日のときは、その次の開庁日までを申請期間とする。また、これ以降の申請期間

の取扱いは、上記３に同じ。 

５ 上記１～４に関わらず、同一人への２隻目の許可に係る申請期間は、令和４年３

月３１日から令和９年５月３１日までとする。 

 

第４ 許可の基準 

合計人数が２２人を超える場合は、最後に設定した申請期間に受付けた者を次に掲げ

る優先順位により許可又は起業の認可をする者を定める。ただし、同順位である者相互

間の優先順位は抽選による。なお、同一人による２隻目の許可に係る申請については、

下記の優先順位に関わらずこれを許可する。 

（１） 該当する申請期間の始期の前日時点で従前の当該漁業の許可を有していた者。

ただし、当該順位の適用は、令和４年６月３０日までに受付けた申請に限る。 

（２） 「第１－７ 漁業を営む者の資格（１）」のアに該当する者 

（３） 「第１－７ 漁業を営む者の資格（１）」のイに該当する者。なお、佐賀県有

明海区漁業調整委員会に諮り、特別の事情等を考慮し、優先順位を定められた場

合は、この順位の中で、更にその順位による。 

 

第５ 条件 

１許可者につき、使用できる漁具は１統までとする。なお、１許可者で２隻の許可を受

けた場合においても同じ。 
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